
 

議  事  概  要 

 

 １ 代表者会議の開会について 

  ・定例会中は、一般審査後及び知事質問終了後にそれぞれ代表者会議を開会することとし、それ

以外は必要に応じて開会。 

 

 ２ 説明員の出席の取扱いについて 

  ・大阪府と大阪市の共同設置組織である大阪港湾局については、本委員会の日程が、大阪市会の 

本会議又は委員会と重なった場合、大阪港湾局長は大阪市会へ出席すること、また大阪都市計

画局については、本委員会の日程が大阪市会の本会議と重なった場合のみ、大阪都市計画局長

は市会へ出席することになっている。 

・理事者の出席については、申合せ事項のとおり、理事者の絞込みが可能な場合は、理事者側で

出席者を限定して差し支えないこと、また、委員長の許可を得て、休憩又は質問者ごとに入れ

替わり出席することが可能となっている。 

 

 ３ 委員会の所管事務に係る調査について 

・本委員会における所管事務に係る調査について、各会派の意向聴取。 

 大阪維新…①地域公共交通の広域行政としての支援について 

      ②府有地売却にあたっての鑑定について 

 公 明 党…無 

 自 民 党…無 

・所管事務調査について各会派で持ち帰り検討、次回の代表者会議の日程については、後ほど事

務局にて日程調整を行う。 

 

４ 本日の委員協議会について 

    〔資料「都市住宅常任委員協議会次第」参照〕 

  ・このあと１１時からの委員協議会は、資料に記載のとおり進行。 

  ・理事者の説明資料は、「府議会情報共有サイト」から、モバイル端末等に事前にダウンロード

のうえ出席するよう依頼。 

 


